森林認証推進総合対策事業（集約化）の採択基準及び細則

　森林認証推進総合対策事業のうち集約化（以下「本事業」という。）の採択基準及び細則については、林業関係事業補助金交付要綱、森林認証推進総合対策事業（集約化）実施要領によるほか、次のとおりとする。

第１　趣旨
本事業は、森林認証材（丸太）の安定供給及び森林認証林の拡大に向けた森林所有者との合意形成に係る費用に対し助成を行うものである。なお、本事業における「集約化」とは、対象森林における情報の収集等を行い、複数の森林所有者の施業実施や認証取得の同意をとりまとめることをいう。

第２　対象森林
　　本事業の対象森林は、以下に掲げる条件を全て満たすものとする。
１　森林法第５条第２項に規定する地域森林計画の対象森林とする。
２　他の補助事業により合意形成が実施されていない森林とする。
３　国、県又は市町が所有する森林は対象森林から除外する。

第３　補助対象事業費及び事業内容
　１　本事業の補助対象事業費は、本事業に係る実行経費とする。ただし、要望時及び補助金の交付申請時は集約化しようとする森林所有者１人当たりの概算経費に計画集約化人数を乗じて求めた金額としてよい。

　２　実行経費の構成内容は下表のとおりとする。
	補助対象経費
	賃金、印刷費、会議費（会場使用料等）、旅費、連絡費（郵送料等）、賃借料（自動車、パソコン等賃借料）、消耗品費、委託費、役務費、諸経費（社会保険料等）、その他所長が必要と認める経費



　３　本事業の補助対象となる事業内容は下表のとおりとする。
	区分
	内容

	① 情報の収集
	森林簿、森林計画図、高精度森林情報、登記簿、林地台帳その他の書類による、区域の面積、林齢、樹種、成立本数、平均胸高直径、平均傾斜角、傾斜方向、森林所有者、境界の状況、林道からの距離、作業道の有無、作業道の開設予定などの施業の提案等に必要な情報の収集

	② 現地調査
	施業提案予定森林で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他の施業量又は施業方法の決定に係る調査

	③ 合意形成活動
	森林所有者その他関係者への説明会の開催、戸別訪問による合意形成、森林経営計画案・施業提案書等説明資料の作成、森林経営の受委託契約の締結、施業の実施や認証取得の同意の取り付けに必要な活動（非認証林にあっては認証取得の同意を必須とする。）



第４　補助金額及び補助単価
　１　補助金額は、事業内容の実施に要した額の10/10以内の金額とする。ただし、補助金の積算基礎となる人数に補助単価を乗じて得た額を上限とする。
　２　積算基礎となる人数は、第２の対象森林において、第３の３に掲げるいずれかの区分の内容を実施した上で、施業の実施や認証取得の同意を書面で得た人数の合計とする。ただし、１申請内において同一の森林所有者は重複計上できない。
　３　補助対象事業費（実行経費）は、原則として字単位または複数の隣接する林班から成る団地単位で積み上げるものとする。
　４　補助単価は、集約された森林の所有者１人当たり20,000円を限度とする。
　５　補助金額の計に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

第５　事業内容の確認
　　本事業の事業実施主体は、対象となる内容の実施状況及び対象行為に要した経費を確認するための書類を作成し、実績報告書に添付するものとする。各区分における作成書類は下表のとおりとする。
	区分
	内容

	① 情報の収集
	当該作業に要した記録がわかる作業日報等を基に積み上げた実行経費がわかる書類

	② 現地調査
	当該作業に要した記録がわかる作業日報、現地写真等を基に積み上げた実行経費がわかる書類

	③ 合意形成活動
	当該作業に要した記録がわかる作業日報等を基に積み上げた実行経費がわかる書類
施業の実施や認証取得の同意を得たことがわかる書面
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